
 

 

「非課税上場株式等管理および非課税投資勘定に関する約款」の改正について 
 
 
 

2020年10月１日付で「非課税上場株式等管理および非課税投資勘定に関する約款」の改正を行います。 

 

改正理由：令和元年度税制改正により、当年の勘定変更が当年10月以降も可能となったため。 

 

 

条項 改正後 改正前 

第10

条の２ 

第10条の２（非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手

続き） 

お客様が当組合に開設した非課税口座にその年の

翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類

を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する

年の前年中に、当組合に対して「非課税口座異動届出

書」を提出していただく必要があります。 

２ お客様が当組合に開設した非課税口座に設けられ

た、その年の勘定の種類を変更しようとする場合に

は、当組合が別に定める期限までに、当組合に対して

「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があ

ります（ただし、当該非課税口座異動届出書が提出さ

れる日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積

投資勘定に株式投資信託の受入れが行われていた場

合には、当組合は当該非課税口座異動届出書を受理す

ることができません）。（削除） 
 

第10条の２（非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手

続き） 

お客様が当組合に開設した非課税口座にその年の

翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類

を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する

年の前年中に、当組合に対して「非課税口座異動届出

書」を提出していただく必要があります。 

２ お客様が当組合に開設した非課税口座に設けられ

た、その年の勘定の種類を変更しようとする場合に

は、その年の９月の最終営業日の前営業日までに、当

組合に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いた

だく必要があります（ただし、当該非課税口座異動届

出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘

定または累積投資勘定に株式投資信託の受入れが行

われていた場合には、当組合は当該非課税口座異動届

出書を受理することができません）。この場合におい

て、当組合は、「非課税口座異動届出書」の提出を受け

て作成した「勘定廃止通知書」をお客様に交付するこ

となく、その作成をした日にお客様から提出を受けた

ものとみなして、法第37 条の 14 第 25 項の規定を適

用します。 
 

別添 

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する

約款にかかる期限    

 

〔当組合が別に定める期限〕 

 

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する

約款 第１０条の２第２項に定める「別に定める期

限」は次のとおりとします。 

 

別に定める期限     受付が可能な日まで 

 

 

 
（追加） 

以上 
 


